
 

揖斐川デイサービスセンタ－ 指定通所介護運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 通所介護事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び

管理運営に関する事項を定め、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感

の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る

ことを目的とする。 

（運営の方針） 

第２条 事業の運営について所長及び職員は、次の運営指針に従い職務を遂行する。 

(1) 事業は、利用者が要介護状態等となった場合、通所介護計画に基づき、利用者の機

能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。 

(2) 職員は、通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は

家族に対し、サービスの提供方法について理解しやすいように説明を行うとともに、

介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。 

(3) 常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、生活相談援助、機能訓練その他必要

なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

(1) 名称 揖斐川デイサービスセンター 

(2) 所在地 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水77番地 

（職員の職種、職員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、職員数及び職務内容は次のとおりとする。 

(1) 所長 １人（他の職務及び同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務することがで

きる。） 

ア 所長は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。ま

た、支障がない限り他の業務との兼務をしても差し支えない。 

(2) 生活相談員 ２人以上（他の職務及び他の事業所と兼務することができる。） 

ア 生活相談員は、利用者の生活相談援助等を行うものとする。 

(3) 看護職員 １人以上（他の職務及び他の事業所と兼務することができる。） 



 

ア 看護職員は、利用者の心身の状況を的確に把握し、疾病、保健衛生等看護に関す

ることを行うものとする。 

(4) 介護職員 ４人以上（他の職務及び他の事業所と兼務することができる。） 

ア 介護職員は、利用者の入浴及び食事の介護その他日常生活を営むことができるよ

う必要な援助を行うものとする。 

(5) 機能訓練指導員 １人以上（他の職務及び他の事業所と兼務することができる。） 

ア 機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するた

めの訓練を行うものとする。 

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

(1) 営業日 毎週月曜日から土曜日とする。ただし、１月１日から１月３日及び12月29

日から12月31日までを除く。 

(2) 営業時間 午前８時30分から午後５時までとする。 

(3) サービス提供時間 午前９時から午後４時５分までとする。ただし、所長が認めた

場合には、サービス提供時間を超えて通所介護等の提供を行うものとする。 

（利用定員） 

第６条 利用定員は、第１号通所事業も含め20人とする。 

（事業の内容） 

第７条 事業内容は、利用者を通わせ、その施設において入浴及び食事の提供（これらに

伴う介護を含む。）、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の必要な日

常生活上の世話並びに機能訓練を行うものとする。 

（記録の整備） 

第８条 サービスの提供に関する記録を作成するとともに、当該利用者の契約の終了の日

から５年間保存しなければならない。 

（食費等の利用料金） 

第９条 食費等の利用料金については別表のとおりとする。 

（通常の事業の実施地域） 

第10条 通常の事業の実施地域は、旧揖斐川町、大野町、池田町の区域とする。ただし、

その他の地域は相談に応ずる。 

（サービスの利用に当たっての留意事項） 

第11条 利用者は、サービスの提供を受けるに当たっては、職員の指示に従わなければな



 

らないものとする。 

（緊急時等における対応方法） 

第12条 職員等は、現にサービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた

場合等は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。 

（非常災害対策） 

第13条 所長は、非常災害に関する具体的な計画を立てておくとともに、非常災害に備え

るため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。 

（苦情の処理） 

第14条 利用者及びその家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け

付けるための窓口を設置する等の措置を講ずるものとする。 

２ 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。 

３ 関係機関等からの問い合わせや調査に対しては、速やかに対応し報告するものとす

る。 

（業務継続計画） 

第15条 所長は、感染症や災害が発生した場合にあっても、入居者が継続してサ－ビスの

提供を受けられるよう業務継続計画を策定し、必要な措置を行う。 

（虐待の防止のための措置） 

第16条 施設は虐待の発生又はその再発を防止するための指針を整備し、次の各号に掲げ

る必要な措置を講ずる。 

一 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のため対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止

のための研修を定期的に実施すること。 

三 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

（身体拘束） 

第17条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを

得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録するものとする。 

 



 

（職場におけるハラスメントの防止） 

第18条 所長は、パワーハラスメント指針を整備し、施設におけるハラスメント対策の推

進を行う。 

（その他運営についての重要事項） 

第19条 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らして

はならない。またそのための必要な措置を講じなければならない。 

２ 職員であった者に、業務上知り得た利用者及び家族の秘密を保持させるため、職員で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を職員との雇用契約の内容とす

る。 

３ 所長は、職員の資質向上を図るための研修の機会を確保することとする。 

４ この運営規程の概要、職員の勤務体制、サービスの選択に必要な重要事項は、見やす

い場所に掲示する。 

５ サービス担当者会議等において利用者及びその家族の個人情報を使用する際には、あ

らかじめ利用者及びその家族の同意を得る。 

６ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、別途定めるものとする。 

 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 


